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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１１月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年５月１９日 ０９時４０分ごろ 

発生場所 福島県富岡町富岡川河口東方沖 

 小良ケ浜
お ら が は ま

灯台から真方位１００°１３.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°１９.５′ 東経１４１°１９.２′） 

事故の概要  貨物船誠
せい

寿
じゅ

丸は、南進中、貨物船宮本
みやもと

丸は、南南西進中、両船が衝

突した。 

 誠寿丸は、左舷船尾部ブルワークの凹損等を生じ、宮本丸は、右舷

船首部ブルワークに破口を伴う凹損を生じた。 

事故調査の経過  令和元年５月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。   

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 誠寿丸、７４８トン 

   １４０９３５、誠洋汽船株式会社 

   ８３.１３ｍ×１３.００ｍ×８.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２０年１２月１０日 

Ｂ 貨物船 宮本丸、４９９トン 

   １４１６０９、宮本海運有限会社 

   ７５.９３ｍ×１２.５０ｍ×７.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２４年１月２３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７２歳 

   四級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 昭和４７年４月１４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２６年３月１９日 

   免状有効期間満了日 令和元年６月２４日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４５歳 

   五級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 平成７年１２月７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２７年９月１７日 

   免状有効期間満了日 令和２年１２月６日 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷船尾部ブルワークに凹損、船尾マストに曲損 

Ｂ 右舷船首部ブルワークに破口を伴う凹損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

海象：うねり 波向南東、波高約２.５ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、空船の状態で、令和元年５月

１８日２３時４０分ごろ、千葉県木更津港君津地区に向けて岩手県釜

石市釜石港を出港した。 

船長Ａは、１９日０６時５０分ごろ、福島県相馬市相馬港東方沖に

おいて昇橋し、０７時００分ごろ、前直の航海士から交替して単独で

船橋当直につき、自動操舵により約１２ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で南南西進した。 

船長Ａは、８Ｍレンジのオフセンターにより、前方が約１４Ｍ映る

ように設定したレーダー画面上に表示されたＡＩＳ情報で、左舷船首

方約３０°に同航する船舶がＢ船であり、いずれ十分な船間距離を離

してＢ船を追い越すこと、及び周囲に航行の支障となる船舶がいない

ことをそれぞれ確認した。 

船長Ａは、０７時１０分ごろ、南東方からの波高約２.５ｍのうね

りによる船体の横揺れを低減させようと思い、針路を左へ約１３°変

更し、同じ速力で南進を続けた。 

船長Ａは、０９時３９分ごろ、Ａ船の左舷正横至近に他船の船体を

視認し、双眼鏡で船橋内に乗組員の姿が確認できたので、いずれＡ船

に気付いて避けてくれると思い、同じ針路及び速力で航行を続けてい

たところ、０９時４０分ごろ他船を追い越す直前にＡ船の左舷船尾部

と他船の右舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、自動操舵から手動操舵に切り替えて右舵一杯を取った

後、衝突した船舶の船名を確認し、Ｂ船であることを知り、乗組員に

船体の損傷状況を確認するよう指示するとともに、海上保安庁に本事

故の発生を通報した。 

Ａ船は、海上保安庁の指示により、福島県いわき市小名浜港に入港

した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、飼料約１,５００ｔを積載

し、５月１８日１２時２０分ごろ、茨城県鹿島港に向けて青森県八戸

市八戸港を出港した。 

船長Ｂは、１９日０６時４５分ごろ、相馬港東南東方沖において昇

橋し、０７時００分ごろ、前直の航海士から交替し、０５時００分ご

ろから船橋当直についていた甲板員（以下「甲板員Ｂ」という。）と

共に当直につき、自動操舵により約１０knの速力で南南西進した。 

船長Ｂは、目視及び４Ｍレンジのオフセンターにより、前方が６Ｍ

映るように設定したレーダーを使用して見張りを行っていたところ、

０９時００分ごろ、甲板員Ｂが船橋当直を終えて降橋する際、Ｂ船の



- 3 - 

右舷船尾方に他船が航行しているのを視認し、甲板員Ｂと共に目視で

Ｂ船と他船との距離が約２～３Ｍであるのを認めた。 

船長Ｂは、甲板員Ｂが降橋して単独での船橋当直となった後、電子

海図表示装置上に表示されたＡＩＳ情報で、右舷船尾方に認めた他船

がＡ船であることを確認し、Ｂ船よりも速力が速かったので、いずれ

Ａ船がＢ船を追い越すものと思い、同じ針路及び速力で航行を続け

た。 

Ｂ船は、０９時３８分ごろ、船長Ｂが、Ｂ船の右舷正横至近にＡ船

の船首端を視認し、自動操舵から手動操舵に切り替えた後、減速した

ものの、どうすることもできずに同じ針路で航行を続けていたとこ

ろ、Ａ船と衝突した。 

Ｂ船は、停船し、乗組員により船体の損傷状況が確認された後、海

上保安庁の指示により小名浜港に入港した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ 

Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、針路を左へ約１３°変更した際、及びそれ以降Ｂ船の正

確な位置を確認しなかった。 

船長Ａは、変針したことを失念していたので、Ａ船がＢ船に接近す

る進路で航行しているとは考えておらず、本事故発生直後、Ｂ船以外

の船舶と衝突したと思った。 

船長Ａは、本事故当時、居眠りや船橋を不在にしていたなどのこと

はなく、見張りを行っていたつもりであったが、周囲に航行の支障と

なる船舶がおらず、緊張が緩んだ状態であったので、周囲の見張りが

おろそかになり、Ｂ船に接近していることに気付くのが遅れたと本事

故後に思った。 

船長Ａは、ふだん、付近で操業中の漁船などを確認しづらい際はレ

ーダーのガードリング機能（事前に設定した距離環より他船が接近し

たときに警報を発する機能）を使用することがあったが、本事故当

時、Ｂ船以外の他船がいなかったので、同機能を使用していなかっ

た。 

 船長Ｂは、Ａ船を初認した際、Ｂ船の右舷船尾方を同航するＡ船が

Ｂ船との船間距離を十分に離して追い越すものと思い、Ａ船の動静に

注目していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ船は、富岡川河口東方沖を南進中、船長Ａが、うねりによる船体

の動揺を軽減させようと変針した後、変針したことを失念し、Ｂ船に

接近していることに気付かずに航行を続けたことから、Ｂ船と衝突し
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たものと考えられる。 

船長Ａは、周囲に航行の支障となる船舶がおらず、緊張が緩んだ状

態で船橋当直を行っていたことから、Ｂ船に接近していることに気付

かなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、富岡川河口東方沖を南南西進中、船長Ｂが、Ｂ船を前方に

見る態勢のＡ船がＢ船との船間距離を十分に離して追い越すものと思

い、Ａ船の動静に注目せずに航行を続けたことから、Ａ船が接近して

いることに気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、富岡川河口東方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が南南

西進中、船長Ａが、変針したことを失念し、Ｂ船に接近していること

に気付かずに航行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船との船間距離

を十分に離して追い越すものと思い、Ａ船の動静に注目せずに航行を

続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常時、周囲の適切な見張りを行うとともに、レーダー

のガードリング機能を活用すること。 

・追越し船は、追い越される船舶を確実に追い越すとともに、その

船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けること。ま

た、常時、目視及びレーダーにより、自船と他船との位置関係を

適切に把握しておくこと。 

 ・追い越される船舶においても、適宜、目視及びレーダーによる追

越し船に対する見張りを適切に行うとともに、追越し船の動静を

適切に把握しておくこと。 
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付図１ 航行経路図 

福島県 

福島県 

富岡町 
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拡大 
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事故発生場所 

（令和元年５月１９日 

 ０９時４０分ごろ発生） 
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Ａ船 
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時刻 

（時:分:秒） 

船  位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

07:00:00 37-51-59.3 141-25-46.2 200.3 199 12.5 

07:10:00 37-49-59.5 141-24-52.3 198.5 187 12.5 

07:20:09 37-47-53.6 141-24-28.3 189.2 186 12.6 

07:30:10 37-45-49.0 141-24-03.2 188.9 186 12.5 

07:40:10 37-43-44.9 141-23-38.9 187.8 187 12.5 

07:50:11 37-41-42.2 141-23-15.4 188.6 186 12.4 

08:01:19 37-39-26.6 141-22-51.4 186.0 186 12.1 

08:11:59 37-37-17.4 141-22-27.4 188.5 187 12.1 

08:20:09 37-35-38.5 141-22-09.3 187.6 186 12.4 

08:30:20 37-33-34.8 141-21-48.6 186.4 187 12.3 

08:40:00 37-31-36.0 141-21-28.8 187.9 187 12.4 

08:50:00 37-29-33.7 141-21-08.4 187.1 187 12.4 

09:00:09 37-27-30.1 141-20-46.8 188.0 186 12.3 

09:10:00 37-25-30.1 141-29-24.3 188.2 186 12.3 

09:20:00 37-23-28.4 141-20-01.5 189.2 187 12.3 

09:30:00 37-21-26.0 141-19-37.8 188.7 186 12.1 

09:35:00 37-20-26.0 141-19-26.4 188.2 187 12.2 

09:36:00 37-20-13.9 141-19-24.0 189.8 186 12.1 

09:37:00 37-20-02.0 141-19-21.7 188.4 187 12.0 

09:38:00 37-19-50.2 141-19-19.4 188.8 186 12.0 

09:39:00 37-19-38.2 141-19-17.2 188.4 186 12.0 

09:40:00 37-19-26.8 141-19-14.4 205.7 249 10.4 

09:40:16 37-19-25.0 141-19-12.3 234.8 276 8.5 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

※ 対地針路及び船首方位は真方位である。 
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時刻 

（時:分:秒） 

船  位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

07:00:14 37-45-28.1 141-30-33.5 196.5 197 10.2 

07:10:04 37-43-49.5 141-29-52.2 199.5 197 10.2 

07:20:03 37-42-10.1 141-29-12.2 198.3 197 10.6 

07:30:03 37-40-30.7 141-28-34.6 198.3 200 10.4 

07:40:21 37-38-48.7 141-27-54.8 194.6 198 10.3 

07:50:53 37-37-05.3 141-27-13.3 197.4 198 10.2 

08:10:13 37-33-55.4 141-25-56.9 198.8 200 10.8 

08:20:34 37-32-14.4 141-25-17.8 200.4 200 10.1 

08:30:33 37-30-36.5 141-24-39.7 199.9 198 10.0 

08:40:04 37-29-02.9 141-24-02.0 195.5 198 10.5 

08:50:03 37-27-26.8 141-23-14.6 199.7 201 10.5 

09:00:03 37-25-50.2 141-22-27.0 204.4 201 10.3 

09:10:14 37-24-12.0 141-21-39.6 207.1 202 10.3 

09:20:04 37-22-37.0 141-20-53.2 204.1 200 10.5 

09:30:03 37-21-02.4 141-20-03.4 206.2 202 10.4 

09:35:03 37-20-14.8 141-19-38.7 197.0 203 10.3 

09:36:04 37-20-05.5 141-19-33.5 204.5 202 10.5 

09:37:13 37-19-54.2 141-19-28.1 197.0 201 9.9 

09:38:01 37-19-46.7 141-19-24.6 202.8 202 10.1 

09:39:01 37-19-37.1 141-19-19.7 200.9 203 9.9 

09:40:00 37-19-27.9 141-19-15.4 187.4 169 9.4 

09:40:19 37-19-25.1 141-19-16.1 168.5 174 8.9 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

※ 対地針路及び船首方位は真方位である。 


